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相　　　談
【市民無料法律相談】

【特設人権・行政相談所の開設】

【定例行政相談所の開設】

うるま市顧問弁護士：
ゆあ法律事務所　宮國英男弁護士

毎月第２木曜日
石川庁舎
（１階市民相談室）
受付（市民ロビー）

※先着８名となり
ます。
　午後１時より
受付カードを
準備致します
ので先着順で
受け取ってくだ
さい。

※受付開始時間が午後１時となっていますが、相談者は先
着８名までとなっていますので、当日は、窓口が大変込み
合い相談を受けることが出来ない場合がありますので、
早めにご来庁ください。

※人権相談：近隣とのトラブル、家庭内のもめごと、いじめ、
体罰などの人権問題でお困りの方。
※行政相談：国の行政や特殊法人などについて、苦情相
談を受け付けます。
　【日時】９月１９日（火）午前１０時～午後４時
　【場所】石川庁舎２階　会議室

【日時】９月１９日（火）午後１時30分～午後４時
【場所】勝連庁舎１階　社協ボランティア室

連絡先：市民生活課　☎９７３－５４８７

毎月第４木曜日
本庁舎
（１階市民相談室）
受付（２階市民生活課）

午後１時受付
開始
午後２時～
午後４時

午後１時受付
開始
午後２時～
午後４時

実施日及び場所 時　　　間 実施方法
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公　　　告

　都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の規定により、都
市計画を変更する予定であるので、次のとおり当該都市計画
の案を公衆の縦覧に供します。
　なお、これらの都市計画の案について、縦覧期間満了の日
までにうるま市に対して意見書を提出することができます。
１、都市計画の種類及び内容
（１）石川都市計画道路の変更／石川西線
（２）石川都市計画公園の変更／伊波公園

２、都市計画を変更する土地の区域
（１）うるま市石川二丁目
（２）うるま市石川伊波伊波原

３、縦覧場所
うるま市都市計画部・都市計画課　☎９６５—５６０２

４、縦覧期間及び時間
期間／９月 25日（月）から 10月 10 日（火）
時間／午前８時 30分から午後５時 15分まで
　　　（土・日曜日と祝祭日は除く）


